
（一宮市水道お客さまセンター内） 

〒４９１-０９３４ 

一宮市大和町苅安賀 

TEL ０５８６-４４-７２５７ 

FAX ０５８６-４４-６５３９ 

断水工事にご協力をお願いします 

水道メーターの検針にご協力を 
２か月に１度のメーター検針は、使用水量を計り水道料金等を決めるとともに漏水していないか
を確認する重要な作業です。検針がしやすいように皆様のご協力をお願いします。 
　　＊メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。 
　　＊メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにしてください。 
　　＊犬は、出入り口やメーターボックス付近につながないようにしてください。 

 

水道管を凍結・破裂から守りましょう！ 
気温が－4℃以下になると、水道管が凍り、破裂することがあります。ご家庭の水道は皆さまの

財産です。寒さから守ってください。 

特に次のような場所は凍りやすいので注意してください。 

　○むき出しになっている水道管  

　○家の北側で日の当たらない場所にある水道管 　 

　○風当たりの強いところにある水道管  

＊凍結を防ぐには＊ 
むき出しの水道管や蛇口の部分に、厚手の布などの保温材を巻き付け、その上からビニール、

ガムテープなどを巻いて濡れないようにします。また、水道メーターも使い古しの毛布、布切れ、

段ボールなどをのせて保温してください。 

＊凍って水が出ないとき＊ 
タオルなどの布をかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かします｡熱湯を直接かけ

ると、水道管の接続部分などが破裂することがありますので、熱湯は絶対にかけないでください｡ 

＊水道管が破裂したとき＊ 
メーターボックス内にある止水栓を閉め、水を止めてください。そして破裂した部分に､布かテ

ープなどをしっかりと巻き付けて応急手当をし､一宮市指定給水装置工事事業者に修理をお申し込

みください。 
お問い合わせ先《管路保全課　173－8151》 

有料広告募集 広告を掲載しませんか？市内約149,000世帯に年3回配布しています。 営業課　185ー7094までご連絡ください。 

●お忙しい方　●気づいたら納期限が切れていた方　●納付書を紛失した方　などにお勧めです。 

申し込み方法は、一宮市内に本支店のある金融機関（農協含む）、ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口へ 

①預金（貯金）通帳　②印鑑（届出印）　③水道料金の領収書または検針票　の3点を持参のうえ、

お手続きをお願いします。　　　　　　　  お問い合わせ先《水道お客さまセンター　128－8622》 

『お支払いに便利な口座振替をご利用ください』 

水道は、市民生活や産業活動を支えるライフラインとして、重要な施設です。 
安定供給を確保するとともに、『安全でおいしい水』を平常時のみならず、地震等の災害時にも供
給していく必要があります。そのために、老朽化した配水管や家庭などへの引き込み管の取り替え
及び地震に強い配水管の布設などを実施しています。 
これらの水道工事に伴い、一時的に水道を止めて、新しい管と現在使用している管をつなぐ必要
があります。これを「断水工事」と言っています。工事中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。 
なお、断水工事を行う場合は、緊急の場合を除き、事前にチラシなどでお知らせしますので、日
時などをご確認くださるようお願いします。 
 
断水工事の際には、以下の点にご注意ください。 

断水中は、必ず蛇口を締めておいてください。 
工事完了後には、一時的に濁った水が出ることがあります。電気温水器、
ガス湯沸器、全自動洗濯機などは、きれいな水が出ることを確認してか
らご使用ください。 
受水タンクのある場合は、受水タンクに水がある間は使用できますが、
使用量が多いと受水タンクの水が無くなり断水となりますのでご注意く
ださい。 
受水タンクの水が無くなった状態でポンプを運転しますと、故障の原因
になりますのでご注意ください。 
大雨などの場合には、翌日の同時刻に工事を延期することがありますのでご了承ください。 

お問い合わせ先《上水道整備課　128-8624》 

お問い合わせ先《水道お客さまセンター  128-8622》 

７８ 
2015年（平成27年）1月 

「おいしいな　だいじなお水　ごくごくり」　　「げすいどう　みずのみらいを　まもるみち」 
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平成25年度水道事業及び下水道事業会計決算から 平成25年度水道事業及び下水道事業会計決算から 

水道事業では、平成25年度も、水道を利用される皆様からいただいた水道料金等を財源とし、老

朽化した施設の修繕、改良、更新や、危機管理対策等を進めながら、安全で良質な水の安定供給に

努めてきました。また、下水道事業においても、下水道使用料、交付金等を財源とし、管渠や施設

の整備を進めながら、健康で快適な生活環境の確保に努めてきました。それらの事業内容と、財政

状況について、収益的収支（施設の維持管理に関するもの）と、資本的収支（施設の建設、整備に

関するもの）とに区分し、下記のとおり報告させていただきます。 

◎建設改良事業 
丹陽町三ツ井地内ほか２地区で配水管を布設したほか、木曽川町門間地内ほかで老朽管等の布

設替を実施し、漏水、出水不良等の解消に努めました。 

設備の老朽化に伴い佐千原浄水場蓄電池更新等を行うとともに、東部浄化センターに水道水質

検査棟を築造し、水質管理の一元化を図りました。 

大規模災害に備え、木曽川配水場１号配水池の耐震補強を行い、緊急遮断弁を設置しました。 

水　道　の　財　政 

下　水　道　の　財　政 
◎建設改良事業 

単独公共下水道区域では、雨水整備として北園通３、４丁目などの浸水被害軽減のため、雨水

管渠の先行整備及び貯留槽を建設するための基本設計、実施設計と貯留槽用地の購入を行いま

した。また、馬見塚第３排水区（相生２丁目地内）で雨水管を布設しました。 

合流式下水道緊急改善計画に基づき、東部浄化センターで簡易処理施設改良工事を、また、萩

原町花井方地内ほかで西部送水管改築工事を行いました。 

日光川上流及び五条川右岸流域下水道区域では、北方町、開明、木曽川町門間、浅野及び千秋

町を中心に下水道管を布設しました。 

開明地区、木曽川町門間地区、千秋地区、丹陽地区等の一部で供用開始しました。 

東部浄化センターでは、沈砂池ポンプ棟中央監視装置ほか、西部浄化センターでは、排ガス設

備ほかの改良工事を行い施設の維持管理に努めました。 

特定区域では、開明地内ほかで下水道管の更生工事を実施し、下水道管の長寿命化を図りまし

た。 

(単位：百万円)

(単位：百万円)

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
6,423

《支出》 
6,396

《収入》 
6,406

《支出》 
9,364

雨水処理ほか 
負担金（一般会計等から） 
2,994（45％） 

雨水処理ほか 
負担金（一般会計等から） 
2,924（45％） 

交付金、県補助金 
1,480（23％） 

減価償却費 
2,523（39％） 

企業債償還 
3,323 
（35％） 

企業債償還 
3,323 
（35％） 

日光川上流流域 
下水道事業費 
2,610（28％） 

日光川上流流域 
下水道事業費 
2,610（28％） 

その他収入 
11（0％） 

下水道使用料 
1,713（27％） 

補助金（一般会計から） 
1,775（28％） 

内部留保資金等 
2,958

企業債 
4,599 
（72％） 

内部留保資金等 
2,958

単独公共下水道 
事業費ほか 
1,468（16％） 

単独公共下水道 
事業費ほか 
1,468（16％） 

五条川右岸流域 
下水道事業費 
1,963（21％） 

負担金、 
立替償還金 
59（1％） 

出資金 
（一般会計から） 
268（4％） 

支払利息 
1,693（27％） 
支払利息 
1,693（27％） 

施設の維持管理費 
2,173（34％） 

純利益 27

一般区域 

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
724

《支出》 
690

《収入》 
99

《支出》 
273

下水道使用料 
577（80％） 

施設の維持管理費 
2,180（34％） 

交付金 
69（70％） 
交付金 
69（70％） 

出資金 
30（30％） 

施設の維持管理費 
430（62％） 
施設の維持管理費 
430（62％） 

拡張事業費 
144（53％） 

負担金 
（一般会計から） 
132（18％） 

その他収入 
15（2％） 
その他収入 
15（2％） 

内部留保資金等 
174

企業債償還 
29（10％） 

建設改良費 
100（37％） 

支払利息 
8（1％） 

減価償却費 
252（37％） 

純利益 34

特定区域 

お問い合わせ先《経営総務課　128-8620》 

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
4,757

《支出》 
4,811

《収入》 
2,274

《支出》 
4,092

水道料金収入 
4,677（98％） 企業債 

1,740 
（77％） 

負担金 256（11％） 

施設の維持管理費 
2,542（53％） 

建設改良費 
2,826（69％） 

その他収入 
80（2％） 

純損失 
54

内部留保資金等 
1,818

拡張事業費 
65（2％） 

企業債償還 
1,201（29％） 

加入金ほか 278（12％） 

(単位：百万円)

支払利息 
536（11％） 
支払利息 
536（11％） 

減価償却費 
1,733（36％） 

ー3ー ー2ー 



平成25年度水道事業及び下水道事業会計決算から 平成25年度水道事業及び下水道事業会計決算から 

水道事業では、平成25年度も、水道を利用される皆様からいただいた水道料金等を財源とし、老

朽化した施設の修繕、改良、更新や、危機管理対策等を進めながら、安全で良質な水の安定供給に

努めてきました。また、下水道事業においても、下水道使用料、交付金等を財源とし、管渠や施設

の整備を進めながら、健康で快適な生活環境の確保に努めてきました。それらの事業内容と、財政

状況について、収益的収支（施設の維持管理に関するもの）と、資本的収支（施設の建設、整備に

関するもの）とに区分し、下記のとおり報告させていただきます。 

◎建設改良事業 
丹陽町三ツ井地内ほか２地区で配水管を布設したほか、木曽川町門間地内ほかで老朽管等の布

設替を実施し、漏水、出水不良等の解消に努めました。 

設備の老朽化に伴い佐千原浄水場蓄電池更新等を行うとともに、東部浄化センターに水道水質

検査棟を築造し、水質管理の一元化を図りました。 

大規模災害に備え、木曽川配水場１号配水池の耐震補強を行い、緊急遮断弁を設置しました。 

水　道　の　財　政 

下　水　道　の　財　政 
◎建設改良事業 

単独公共下水道区域では、雨水整備として北園通３、４丁目などの浸水被害軽減のため、雨水

管渠の先行整備及び貯留槽を建設するための基本設計、実施設計と貯留槽用地の購入を行いま

した。また、馬見塚第３排水区（相生２丁目地内）で雨水管を布設しました。 

合流式下水道緊急改善計画に基づき、東部浄化センターで簡易処理施設改良工事を、また、萩

原町花井方地内ほかで西部送水管改築工事を行いました。 

日光川上流及び五条川右岸流域下水道区域では、北方町、開明、木曽川町門間、浅野及び千秋

町を中心に下水道管を布設しました。 

開明地区、木曽川町門間地区、千秋地区、丹陽地区等の一部で供用開始しました。 

東部浄化センターでは、沈砂池ポンプ棟中央監視装置ほか、西部浄化センターでは、排ガス設

備ほかの改良工事を行い施設の維持管理に努めました。 

特定区域では、開明地内ほかで下水道管の更生工事を実施し、下水道管の長寿命化を図りまし

た。 

(単位：百万円)

(単位：百万円)

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
6,423

《支出》 
6,396

《収入》 
6,406

《支出》 
9,364

雨水処理ほか 
負担金（一般会計等から） 
2,994（45％） 

雨水処理ほか 
負担金（一般会計等から） 
2,924（45％） 

交付金、県補助金 
1,480（23％） 

減価償却費 
2,523（39％） 

企業債償還 
3,323 
（35％） 

企業債償還 
3,323 
（35％） 

日光川上流流域 
下水道事業費 
2,610（28％） 

日光川上流流域 
下水道事業費 
2,610（28％） 

その他収入 
11（0％） 

下水道使用料 
1,713（27％） 

補助金（一般会計から） 
1,775（28％） 

内部留保資金等 
2,958

企業債 
4,599 
（72％） 

内部留保資金等 
2,958

単独公共下水道 
事業費ほか 
1,468（16％） 

単独公共下水道 
事業費ほか 
1,468（16％） 

五条川右岸流域 
下水道事業費 
1,963（21％） 

負担金、 
立替償還金 
59（1％） 

出資金 
（一般会計から） 
268（4％） 

支払利息 
1,693（27％） 
支払利息 
1,693（27％） 

施設の維持管理費 
2,173（34％） 

純利益 27

一般区域 

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
724

《支出》 
690

《収入》 
99

《支出》 
273

下水道使用料 
577（80％） 

施設の維持管理費 
2,180（34％） 

交付金 
69（70％） 
交付金 
69（70％） 

出資金 
30（30％） 

施設の維持管理費 
430（62％） 
施設の維持管理費 
430（62％） 

拡張事業費 
144（53％） 

負担金 
（一般会計から） 
132（18％） 

その他収入 
15（2％） 
その他収入 
15（2％） 

内部留保資金等 
174

企業債償還 
29（10％） 

建設改良費 
100（37％） 

支払利息 
8（1％） 

減価償却費 
252（37％） 

純利益 34

特定区域 

お問い合わせ先《経営総務課　128-8620》 

収益的収支（税抜き） 資本的収支（税込み） 

《収入》 
4,757

《支出》 
4,811

《収入》 
2,274

《支出》 
4,092

水道料金収入 
4,677（98％） 企業債 

1,740 
（77％） 

負担金 256（11％） 

施設の維持管理費 
2,542（53％） 

建設改良費 
2,826（69％） 

その他収入 
80（2％） 

純損失 
54

内部留保資金等 
1,818

拡張事業費 
65（2％） 

企業債償還 
1,201（29％） 

加入金ほか 278（12％） 

(単位：百万円)

支払利息 
536（11％） 
支払利息 
536（11％） 

減価償却費 
1,733（36％） 
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（一宮市水道お客さまセンター内） 

〒４９１-０９３４ 

一宮市大和町苅安賀 

TEL ０５８６-４４-７２５７ 

FAX ０５８６-４４-６５３９ 

断水工事にご協力をお願いします 

水道メーターの検針にご協力を 
２か月に１度のメーター検針は、使用水量を計り水道料金等を決めるとともに漏水していないか
を確認する重要な作業です。検針がしやすいように皆様のご協力をお願いします。 
　　＊メーターボックスの上には、物を置かないようにしてください。 
　　＊メーターボックスの中に、水や泥が入らないようにしてください。 
　　＊犬は、出入り口やメーターボックス付近につながないようにしてください。 

 

水道管を凍結・破裂から守りましょう！ 
気温が－4℃以下になると、水道管が凍り、破裂することがあります。ご家庭の水道は皆さまの

財産です。寒さから守ってください。 

特に次のような場所は凍りやすいので注意してください。 

　○むき出しになっている水道管  

　○家の北側で日の当たらない場所にある水道管 　 

　○風当たりの強いところにある水道管  

＊凍結を防ぐには＊ 
むき出しの水道管や蛇口の部分に、厚手の布などの保温材を巻き付け、その上からビニール、

ガムテープなどを巻いて濡れないようにします。また、水道メーターも使い古しの毛布、布切れ、

段ボールなどをのせて保温してください。 

＊凍って水が出ないとき＊ 
タオルなどの布をかぶせ、その上からゆっくりとぬるま湯をかけて溶かします｡熱湯を直接かけ

ると、水道管の接続部分などが破裂することがありますので、熱湯は絶対にかけないでください｡ 

＊水道管が破裂したとき＊ 
メーターボックス内にある止水栓を閉め、水を止めてください。そして破裂した部分に､布かテ

ープなどをしっかりと巻き付けて応急手当をし､一宮市指定給水装置工事事業者に修理をお申し込

みください。 
お問い合わせ先《管路保全課　173－8151》 

有料広告募集 広告を掲載しませんか？市内約149,000世帯に年3回配布しています。 営業課　185ー7094までご連絡ください。 

●お忙しい方　●気づいたら納期限が切れていた方　●納付書を紛失した方　などにお勧めです。 

申し込み方法は、一宮市内に本支店のある金融機関（農協含む）、ゆうちょ銀行及び郵便局の窓口へ 

①預金（貯金）通帳　②印鑑（届出印）　③水道料金の領収書または検針票　の3点を持参のうえ、

お手続きをお願いします。　　　　　　　  お問い合わせ先《水道お客さまセンター　128－8622》 

『お支払いに便利な口座振替をご利用ください』 

水道は、市民生活や産業活動を支えるライフラインとして、重要な施設です。 
安定供給を確保するとともに、『安全でおいしい水』を平常時のみならず、地震等の災害時にも供
給していく必要があります。そのために、老朽化した配水管や家庭などへの引き込み管の取り替え
及び地震に強い配水管の布設などを実施しています。 
これらの水道工事に伴い、一時的に水道を止めて、新しい管と現在使用している管をつなぐ必要
があります。これを「断水工事」と言っています。工事中は、大変ご迷惑をおかけしますが、ご理
解とご協力をお願いします。 
なお、断水工事を行う場合は、緊急の場合を除き、事前にチラシなどでお知らせしますので、日
時などをご確認くださるようお願いします。 
 
断水工事の際には、以下の点にご注意ください。 
断水中は、必ず蛇口を締めておいてください。 
工事完了後には、一時的に濁った水が出ることがあります。電気温水器、
ガス湯沸器、全自動洗濯機などは、きれいな水が出ることを確認してか
らご使用ください。 
受水タンクのある場合は、受水タンクに水がある間は使用できますが、
使用量が多いと受水タンクの水が無くなり断水となりますのでご注意く
ださい。 
受水タンクの水が無くなった状態でポンプを運転しますと、故障の原因
になりますのでご注意ください。 
大雨などの場合には、翌日の同時刻に工事を延期することがありますのでご了承ください。 

お問い合わせ先《上水道整備課　128-8624》 

お問い合わせ先《水道お客さまセンター  128-8622》 

７８ 
2015年（平成27年）1月 

「おいしいな　だいじなお水　ごくごくり」　　「げすいどう　みずのみらいを　まもるみち」 
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